
○
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
あ
っ
せ
ん
を
し
な
い
場
合
等
の
通
知
）

（
あ
っ
せ
ん
を
し
な
い
場
合
等
の
通
知
）

第
六
条

委
員
会
は
、
電
気
通
信
事
業
法
（
以
下
「
事
業
法
」
と
い
う
。
）
第

百
五
十
四
条
第
二
項
（
事
業
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百

五
十
七
条
第
二
項
、
第
百
五
十
七
条
の
二
第
二
項
並
び
に
第
百
五
十
七
条
の

三
第
二
項
、
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
十
七
条

の
三
十
八
第
三
項
並
び
に
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）

第
百
四
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

り
あ
っ
せ
ん
を
し
な
い
も
の
と
し
た
と
き
は
、
当
事
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く

、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
当
事
者
間
に
合
意
が
成
立
す
る
見
込
み
が
な
い
場
合
に
お
い
て
あ
っ

せ
ん
を
打
ち
切
っ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

第
六
条

委
員
会
は
、
電
気
通
信
事
業
法
（
以
下
「
事
業
法
」
と
い
う
。
）
第

百
五
十
四
条
第
二
項
（
事
業
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百

五
十
七
条
第
二
項
並
び
に
第
百
五
十
七
条
の
二
第
二
項

 

、
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
十
七
条

の
三
十
八
第
三
項
並
び
に
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）

第
百
四
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

り
あ
っ
せ
ん
を
し
な
い
も
の
と
し
た
と
き
は
、
当
事
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く

、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
当
事
者
間
に
合
意
が
成
立
す
る
見
込
み
が
な
い
場
合
に
お
い
て
あ
っ

せ
ん
を
打
ち
切
っ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
名
簿
の
作
成
）

（
名
簿
の
作
成
）

第
七
条

委
員
会
は
、
事
業
法
第
百
五
十
五
条
第
三
項
（
事
業
法
第
百
五
十
六

条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
五
十
七
条
第
四
項
、
第
百
五
十
七
条
の
二
第

四
項
並
び
に
第
百
五
十
七
条
の
三
第
四
項
、
電
波
法
第
二
十
七
条
の
三
十
八

第
五
項
並
び
に
放
送
法
第
百
四
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
第
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
委
員
会
の
委
員
そ
の
他

の
職
員
の
名
簿
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条

委
員
会
は
、
事
業
法
第
百
五
十
五
条
第
三
項
（
事
業
法
第
百
五
十
六

条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
五
十
七
条
第
四
項
並
び
に
第
百
五
十
七
条
の

二
第
四
項

、
電
波
法
第
二
十
七
条
の
三
十
八

第
五
項
並
び
に
放
送
法
第
百
四
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
第
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
委
員
会
の
委
員
そ
の
他

の
職
員
の
名
簿
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
名
簿
の
記
載
事
項
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。

２

（
同
上
）

（
あ
っ
せ
ん
及
び
仲
裁
の
申
請
手
続
）

（
あ
っ
せ
ん
及
び
仲
裁
の
申
請
手
続
）

第
十
五
条

事
業
法
第
百
五
十
四
条
第
一
項
（
事
業
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項

第
十
五
条

事
業
法
第
百
五
十
四
条
第
一
項
（
事
業
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
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及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
五
十
七
条
第
一

項
、
第
百
五
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
百
五
十
七
条
の
三
第
一
項
、
電
波

法
第
二
十
七
条
の
三
十
八
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
放
送
法
第
百
四
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
並
び
に
事
業
法
第
百
五
十
五
条
第
一
項

（
事
業
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
百
五
十
七
条
第
三
項
、
第
百
五
十
七
条
の
二
第
三
項
及
び
第

百
五
十
七
条
の
三
第
三
項
、
電
波
法
第
二
十
七
条
の
三
十
八
第
四
項
並
び
に

放
送
法
第
百
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
仲
裁
の
申
請
書
の
様
式
そ
の

他
申
請
手
続
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。

及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
五
十
七
条
第
一

項
及
び
第
百
五
十
七
条
の
二
第
一
項

 

、
電
波

法
第
二
十
七
条
の
三
十
八
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
放
送
法
第
百
四
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
並
び
に
事
業
法
第
百
五
十
五
条
第
一
項

（
事
業
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
百
五
十
七
条
第
三
項
及
び
第
百
五
十
七
条
の
二
第
三
項

、
電
波
法
第
二
十
七
条
の
三
十
八
第
四
項
並
び
に

放
送
法
第
百
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
仲
裁
の
申
請
書
の
様
式
そ
の

他
申
請
手
続
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。
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